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一 般 質 問 と 答 弁  要 旨

区政のここが聞きたい

●詳細は、目黒区議会会議録または区議会ホームページの「会議録閲覧・検索」をご覧ください。

＜「児童虐待防止」について＞
（1）児童虐待防止の緊急総合対策が決
定されたが、目黒区は児童虐待を防ぐ
ために、具体的に何をどう体制強化す
るのか伺う。（2）「子育て包括支援セン
ター」を設置して児童虐待のリスクの
低い段階から対応する体制を整え児
童虐待の未然防止に取り組むべきであ
る。（3）子どもの命を守るために、迅速
かつ的確な対応が求められている。行
政各機関との一層の連携や情報の共有
を行っていくべきである。
区長　（1）子ども家庭支援センターの

機能強化を図る観点から専門職の増員
に務めるとともに、要保護児童対策地
域協議会の調整役を担う職員の能力向
上に取り組んでいく。（2）産後ケアの問
題等の課題を整理しながら、区として

「子育て包括支援センター」の整備に
しっかり取り組んでいきたい。（3）要保
護児童対策地域協議会などでより一層
情報共有し、児童相談所や警察などと
協力して、児童虐待の発生予防、発生時
の迅速・的確な対応に努めていく。
＜「LGBT（※1）」等の配慮推進について＞
（1）性的指向や性自認（SOGI（※2））に基

づく、差別のない性の多様性を認める社
会が求められている。理解を深めるため
に、職員研修の実施や区民の啓発が必
要である。（2）人権尊重などの観点から
「LGBT」等の方に配慮し、申請書や通知
書などの性別欄の見直しが必要である。（3）
「人権に関する意識調査」に「LGBT」等の
性的マイノリティ－（※3）に関する差別や人
権侵害の質問項目を増やすべきである。
区長　（1）区職員の研修の実施、区民へ
の啓発の推進は、欠かすことのできな
いものであり、今後もあらゆる機会を
捉え、理解促進のための取り組みを進
めていく。（2）従来からの見直しを一層
進めるため、全庁的な見直しを行い、
166様式について削除や記載方法の工
夫を行っていくこととした。（3）５年ぶ
りとなる意識調査では、性的マイノリ
ティーに関する項目を追加し、新たに
２つの設問を加える予定である。

【用語解説】
※１	LGBT：レズビアン（女性同性愛者）、ゲ

イ（男性同性愛者）、バイセクシュアル
（両性愛者）、トランスジェンダー（体と
心の性の不一致）の頭文字をとった言
葉で、この4つの性のあり方を一括して
表す場合と、これ以外も含めたすべての
性的マイノリティー（性的少数者）を包
括して表す場合がある。

※２	SOGI：Sexual OrientationとGender 
Identityの頭文字をとったもので、「性的
指向」と「性自認」を意味する。「性的指
向」とは、恋愛感情や性的な関心・興
味が主にどの性別に向いているかをい
う。「性自認」とは、「私は女である」「私は
男である」等の、自分がどの性別である
か、またはないかということについての
内面的・個人的な認識をいう。

※３	性的マイノリティー：体の性と心の性が
一致せず、自分の体の性に違和感を持
ったり、恋愛や性愛の対象が同性また
は両性であったり、先天的に身体上の
性別が不明瞭であるなどの人のこと。
ただし、性のあり方は多様であり、これ
ら以外の人や状態も含めて表す場合も
ある。

「支え合う温かな目黒」をめ
ざして

公明党目黒区議団　いいじま 和代　議員

＜税、保険料など滞納対策について＞
（1）給与など生活費が振り込まれる
預金口座を差し押さえることは、事実
上、原則的に禁止されている給与の差
し押さえと同じであり、やめるべきだ
と思うが伺う。（2）滞納対策を「債権回
収」というだけでなく、「生活困窮者の
生活支援の場」と位置づけ、滞納者の生
活再建を進める体制を区としてつくる
べきだがいかがか。
区長　（1）預金口座の差押さえは判例
等を踏まえて行っており、給与の一定

額の差押禁止財産を差押えるものとは
異なると認識している。生活状況が判
明する中で、差押えの解除など柔軟に
対応している。（2）滞納処分や納付相談
の機会を捉え、真に必要な区民サービ
スの提供につなげるなどの支援を行っ
ていく。今後も滞納者の生活再建に寄
与できるよう引き続き取り組んでいく。
＜介護予防の取り組みについて＞
（1）「筋力向上トレーニング」に取り組
む自主団体の支援のためにも、「筋トレ
教室」を「短期集中型」として行うだけ

でなく、一般介護予防事業として実施
できないか伺う。（2）介護予防を支え
る自主的な組織は地域コミュニティー
を支える社会的資源と位置づけ、財政
的な支援や後継者づくりへの支援を強
化すべきではないかお尋ねする。
区長　（1）自主的な取り組みの継続を
期待する一般介護予防事業では、短期
集中予防サービスと同様のトレーニ
ングマシンを用いた教室を実施する
考えはない。（2）介護予防に対する意識
のさらなる醸成や、どのような支援が
求められているかの把握に努めるとと
もに、活動団体の自主性が最大限に発
揮され、地域そのものが元気になるよ
う、研究を進めていく。
＜大地震対策の拡充について＞
（1）住宅リフォーム工事費助成につい
て、住宅本体だけでなくブロック塀な
ど外構部分、門扉、車庫、住宅と直結し

ている店舗なども対象とすべきでは
ないか伺う。（2）2000年以前の新耐震
基準の木造住宅についても区の耐震
助成制度の対象とし、木造住宅の耐震
診断助成を全額助成に戻すべきだが
いかがか。
区長　（1）居住環境には直接関係のな
い門扉・車庫・塀など建物の外にある構
造物の工事や、店舗・事業所のように営
業用として個人の利益を得るための工
事は、助成対象とする考えはない。（2）
東京都耐震改修促進計画や本区の耐震
促進計画・実施計画に基づき昭和56年
５月以前の旧耐震基準で建築された木
造住宅の耐震化促進に努めるため、新
耐震基準の木造住宅は助成対象としな
い。また、他区よりも耐震診断から耐震
改修に結びつく割合が高いことから、
現行の助成制度による一定の効果が出
ているものと考えている。

滞納対策は生活再建の立場
で。介護予防、耐震強化を

日本共産党目黒区議団　岩崎 ふみひろ　議員

　様々な機会をとらえて防災に関する
意識啓発を行っている中、女性の視点
やお母さんの視点からの防災講演会の
開催などユニークなものもあるが、その
内容及び成果についてどうであるか。

区長　日常生活から防災対策に取り組
むことができる防災テーマの講演会や
子どもへの応急救護の講演会を実施し
ている。引き続き、防災講演会等のテー
マや内容を工夫していく。

　区内の学校など38か所が地域避難
所として指定されており、また通学区
域を一つの生活圏とする「住区」を作り
住区エリアごとに避難所運営協議会を
立ち上げて推進している。その進展と
今後の課題についてどうであるか。　
区長　現在、15の住区エリアで避難所
運営協議会を設置している。できるだ
け早い時期に全住区エリアで避難所運
営協議会を設立できるよう、各地域の
意向や事情を踏まえながら、引き続き
働きかけに努めていく。
　目黒区では地区ごとに順次、防災訓

練を実施しているが現在までの実績と
今後の課題はどうであるか。
区長　防災関係機関などのご協力を頂
きながらわかりやすく体験・見学でき
るものになるよう取り組んでいく。
　現在の防災行政無線の欠点を補う形
で、防災ラジオの普及が都心部での自
治体において注目されているが、目黒
区においてはどうであるか。
区長　災害情報等は、防災行政無線の
ほか多様な手段で情報伝達していくの
で、防災ラジオについても、情報伝達手
段の１つとして調査研究していく。

目黒区における防災対策の
充実に向けて

小沢 あい　議員
＜子どもたちの命を守れ＞
本年３月の児童虐待事件では尊い小さ
な命が失われた。国は、区市町村の体制
強化を盛り込んだ児童虐待防止対策体
制総合強化プランを年内に策定する
が、二度と子どもの命が失われないよ
うにするため、児童虐待防止対策に向
けた区長の考えについて伺う。
区長　妊娠期から子育て期までの切れ
目のない支援に努め、「要保護児童対
策地域協議会」の機能強化を図るとと

もに、関係機関との連携を強化してい
く。子どもの命を守るために最もよい
体制・対応は何かという視点から、児童
虐待の未然防止、早期発見、早期対応に
全力を挙げて取り組んでいく。
＜子育てに不安を抱えた母を守れ＞
国は、妊娠や子育ての不安・孤立等に対
応し、児童虐待リスクを早期に発見・低
減するため、平成32年度末までに子育
て世代包括支援センターの全国展開を
進めている。本区における同支援セン

ターの今後の進め方を伺う。　
区長　地域の小児科医との連携など課
題があるが、子育て世代が安心して妊
娠期から子育て期まで過ごせるよう

「ゆりかご・めぐろ」事業を一層充実さ
せるとともに関係機関と連携を図り、
本区の実情にあった子育て世代包括支
援センターの整備に向けて取り組む。
＜水害から区民の命と財産を守れ＞
水害の危険性が一層増している現在、
町会・自治会・住区等で、地域に着目し
た個別的な水害啓発を進めるべき。ま
た、地域によっては避難所運営協議会
で水害を想定した避難所運営の検討を
進めて、連携強化すべき。
区長　水害に対する意識啓発の取り組
みを進める中で、水害の危険性が高い
地域における学習会や避難行動訓練な
どについて速やかに検討していきた

い。また、避難所運営協議会などに水害
時の避難所運営を重要な課題として検
討していただくよう働きかけを行う。
＜地域避難所の暑さ対策を充実し、区
民の健康を守れ＞
すでに風水害は異常気象ではなく、毎
年起これば通常という認識を持つべき。
地域避難所の暑さ対策として資機材を
備えるだけでなく、資機材が十分機能
するような施設の整備等を進めるべき。
区長　暑さ対策として昨年度から順次
大型扇風機やミスト扇風機を配備する
など機材の整備を行ってきた。災害発
生時の避難所の運営については、暑さ
対策に加え、生活環境の充実に向けた
取り組みを今後とも継続的に検討を進
め、充実を図っていきたい。

区民の命を守る取り組みを
力強く推し進めよ！

　自由民主党目黒区議団　小林 かなこ　議員

＜区立中学校の魅力づくり＞
大学生チューター制度を導入し、進学
を意識した取組みをせよ。また、小学校
３年生から対象の区立中学校説明会を
開催する等、小中連携の取り組みも小
学校低学年段階から前倒し実施せよ。
教育長　健やかに成長している区立中
学生の姿を広く伝えるとともに、さら
に特色ある学習活動を展開し、豊かな

人間関係をはぐくむ環境を整えていく
ことなど、区立中学生の魅力づくりに
積極的に取り組んでいく。
＜午前５時間制の導入＞
未実施校への導入にあたっては、学校
現場の声を聴き慎重に検討せよ。
教育長　児童の成長を支える教育制度
としての優位性とその導入のあり方に
ついて、検討を進めていく。

＜教員の多忙化対応＞
学校会計事務等の教員負担軽減を目的
とした学校事務職員の充実を図れ。　
教育長　教員の事務処理の負担軽減と
長時間勤務の改善を進め、教員の働き
方改革を一層推進していく。
＜指導主事の多忙化対応＞
学校の裏方となって学校管理職や教員
をサポートする指導主事について教員同
様に働き方改革の取り組みを推進せよ。
教育長　指導主事一人ひとりのワー
ク・ライフ・バランスの充実と心身共に
健康で教育活動に従事できる環境整備
に努める。
＜学童保育クラブ待機児対策＞
利用実態を把握し、ニーズ分析に基づく
適切な対応を行うことにより入所選考

の公平性を確保し生活の場として保育
が必要な児童の待機を発生させるな。
区長　入所選定にあたり、公平性を確
保しながら、必要性の高い児童から入
所できるよう、引き続き入所基準を評
価・検証していく。短時間の保育ニーズ
に応えられる居場所を提供していく。
＜子どもショートステイ事業の拡充＞
年々利用実績が大きく伸びていること
から、さらなる事業拡充を行い、委託事
業者の負担にならないように、それに
伴う予算措置もしっかりと対応せよ。
区長　３歳未満でも保護できる態勢は
取れないのかといった意見に検討を加
え、子育て家庭が、安心して子育てをで
きる環境を整備するため、子どもショ
ートステイ事業の拡充に努めていく。

区立中学校在籍率向上
子どもショートステイ事業拡充を

立憲民主・区民クラブ　吉野 正人　議員

＜備蓄倉庫の物資配置状況＞
区内に十数か所ある備蓄倉庫には物資
が均等に配置されていない。災害発生
時の混乱の中で物資分配にかかる時間
と労力を減らすため、各備蓄倉庫に全

ての物資をバランスよく配置すべき。
今後の配置変更について伺う。
区長　備蓄物資の配置変更は、現状で
は困難な状況にあるが、今後、新たな備
蓄倉庫の整備や備蓄物資配備の大きな

見直しなどにより、全体的な入れ替え
等が必要になった際には、必要に応じ
て配置変更等を含めて検討していき
たい。
＜離婚条件の話し合いの重要性を伝え
る取り組み＞
財産分与、親権、子どもの養育費・面会
交流、慰謝料など、離婚には様々な問題
が伴う。離婚後の生活のためには離婚
条件を決めておくことが重要。離婚条
件の話し合いの方法は、夫婦間で話し
合う、弁護士に依頼する、家庭裁判所に
調停を申し立てる、ＡＤＲ（裁判外紛争

解決手続）による話し合い。ＡＤＲの提
案も含めた窓口対応を。
区長　ＡＤＲについては、制度改善の動
きを含めて、引き続きその動向を注視し
ていく。区においても離婚届けの用紙を
配付する際に、養育費などに関して法務
省等が作成したパンフレットを配付し
ている。離婚前に養育費や面会交流に
ついて両親間で取り決めをしておくこ
とは、子どもの福祉の観点からも必要で
あり、これを周知していくことは、区と
しても大切な取り組みであることから、
周知策については調査研究していく。

備蓄倉庫の物資を配置変更せよ
「ＡＤＲ」知ってますか

竹村 ゆうい　議員

＜今後の小中学校における外国人在留
者増加を見込んで＞
日本語教室の案内・周知について、学校
現場に加えて教育委員会からも行なっ
てはいかがか。
教育長　日本語の習得段階に応じた指
導を受けることができる環境を整備す

るとともに、保護者の方々がその情報
を適切に得られるよう、案内及び周知
の方法をさらに充実していく。
＜相手の立場に立って考えられる人材育
成、業務委託等の「合理的配慮」の確認を＞
様々な立場の方の疑似体験を通じて、
相手の立場に立って考えることができ

るよう区職員の研修を行ってはいかが
か。また、「合理的配慮」について業務委
託等が対応しているか、状況を伺う。
区長　相手の立場に立ち、困りごとの
本質を理解した上で自発的な対応が行
われる職員の育成に向け、取り組み事
例や提案も参考にして、効果的な研修
の実施に努めていく。また、指定管理者
や受託者に対して、その目的や業務内
容に応じた合理的配慮を求めている。
＜国連の掲げるSDGsを目黒区の基本計画に＞
目黒区基本計画の改定が予定されてい
る。SDGs（※）を用いて、区政や区民が
取り組むことが、ひいては持続可能な
社会をつくることに繋がっていること

を意識づけてはどうか。
区長　SDGsに対する取り組みとして
明示するか否かに関わらず、国際社会
が目指す目標は区政の目標とも重なる
ものがあるとの認識の下、各種施策の
さらなる推進に資するよう計画策定に
取り組んでいく。

【用語解説】
※SDGs：2015年9月の国連サミットで採択
された2016年から2030年までの国際目
標。持続可能な世界を実現するための17
のゴール・169のターゲットから構成され、
貧困に終止符を打ち、地球を保護し、すべ
ての人が平和と豊かさを享受できるように
することを目指す、普遍的な行動を呼びか
けている。

オリ・パラを契機に、共生社会
の推進を人や政策から！

たぞえ 麻友　議員

＜東京都受動喫煙防止条例について＞
都はオリンピック開催都市として２年
後の４月施行の条例を定めたが様々な
未定な点がある。（1）来年９月には飲
食店は、禁煙か屋外喫煙かなどのステ
ッカーを貼らねばならない中で、都区
の役割とその詳細が不明確で準備期間
が短い。区は強く都へ説明会開催を要
望すべきだが如何か。（2）都は喫煙所

設置費用助成と違反者罰則規定を設け
ているが、人材や近隣課題などある中
で飲食店現場の混乱を未然に防止する
ためにも本区の考えを伺う。
区長　（1）都知事から説明はあったが、
条例内容は納得できるものとは程遠か
った。限られた時間の中で区民や関係
事業者の皆様が混乱なく条例施行に向
けた準備を実施していくために、改め

て都に対し様々な機会を捉え丁寧な説
明を求めていく。（2）喫煙所整備におけ
る都の補助内容について、早急に補助
要綱等を精査していきたい。罰則付き
の条例は事前の十分な準備が必要であ
り、特に実務を担う職員の業務内容、人
材確保、財政措置を含め条例の核とな
る部分の説明が待たれている。
＜医療・介護保険制度改定後は＞
本年度、両制度が同時改定され、区民に
とっては保険料も増えたがそのサービ
スの充実が期待されている。（1）２人
に1人が癌に罹患し闘病する今、一旦
は退職した人も治療と併行した就労を
希望されている。病院・職場・社労士の
連携が必要だが区の考えを伺う。（2）
本区は介護保険改定で国から経済的イ

ンセンティブを得る工夫を出したが結
果を伺う。豊島区が８月から保険内外
サービスを連結した混合介護モデル事
業を開始したが区はどう見ているか。
区長　（1）がん治療は医療費が高額と
なることから、既存の高額療養費の貸
付制度などの周知や、がん相談支援セ
ンターの紹介、民間の患者支援団体と
の連携など、がん患者に寄り添った支
援を一層進めていく。（2）自立支援・介
護予防・重度化防止の取り組みを進め
るとともに、保険者機能強化推進交付
金の活用など、財源の確保にも取り組
んでいく。また、豊島区の事業実施によ
る効果や問題点、制度面への反映など
を踏まえて、選択的介護事業の実施に
ついて検討していく。

都への要望明確化と医療介護
制度の新たな取組み推進を

　自由民主党目黒区議団　飯田 倫子　議員


